
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

３４１ ナルフラフィン塩酸塩の算定について② 

 

《令和６年１０月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

血液透析又は腹膜透析中のそう痒症に対するナルフラフィン塩酸塩（レミ

ッチカプセル等）と抗ヒスタミン剤・抗アレルギー剤の併用投与は、原則とし

て認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

レミッチカプセルの添付文書の効能・効果は、「次の患者におけるそう痒症

の改善（既存治療で効果不十分な場合に限る）」であり、次の患者とは、「透

析患者、慢性肝疾患患者」である。作用機序としては、選択的なオピオイドκ

受容体作動薬であることが示されており、そう痒に対する抑制作用を有する。 

また、抗ヒスタミン剤・抗アレルギー剤は、抗ヒスタミン作用・抗アレルギ

ー作用を有しており、レミッチカプセルとは異なる作用機序でそう痒を抑制

する。 

以上のことから、血液透析又は腹膜透析中のそう痒症に対するナルフラフ

ィン塩酸塩（レミッチカプセル等）と抗ヒスタミン剤・抗アレルギー剤の併用

投与は、原則として認められると判断した。 
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